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債務者の代理人弁護士から債権者一般への 
債務整理開始通知の送付と「支払の停止」

――最二判平成７９年６５月６9日判時７６69号９頁、判タ６８8９号６８５頁、 

金法６96７号6５頁、金判６９５6号７6頁――

近　藤　隆　司

１．事実の概要

　給与所得者であるAは、平成７６年１月６8日、弁護士法人であるB法律事務所に対し、債務整理

を委任した。B法律事務所の弁護士ら（以下「本件弁護士ら」という）は、その頃、Aの代理人

として、Aに対して金銭を貸し付けていたY（被告・控訴人・被上告人）を含む債権者一般に対し、

債務整理開始通知（以下「本件通知」という）を送付した。本件通知には、債権者一般に宛てて、

「当職らは、この度、後記債務者から依頼を受け、同人の債務整理の任に当たることになりまし

た」、「今後、債務者や家族、保証人への連絡や取立行為は中止願います」などと記載され、Aが

債務者として表示されていたが、Aの債務に関する具体的な内容や債務整理の方針は記載されて

おらず、本件弁護士らがAの自己破産の申立てにつき受任した旨も記載されていなかった。

　Aは、平成７６年２月から同年７月までの間、Yに対し、合計６7万円の債務を弁済した。

　その後、Aは、自己破産の申立てをし、平成７６年８月５日、破産手続開始の決定を受け、X（原

告・被控訴人・上告人）が破産管財人に選任された。

　Xは、Yに対し、Aが破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき、破産法６6７条１項１号

の規定により否認権を行使して、弁済金相当額等の支払を求めた。本件では、Aの代理人である

弁護士がYを含む債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が、破産法６6７条１項１

号イおよび３項にいう「支払の停止」に当たるか否かが争点となった。

　第１審（東京地判平成７７・５・７５金法６96７号68頁）は、「通常、債務者が債務整理を弁護士事

務所に委任する場合には、債務の弁済に窮している状況にあることや、本件債務整理開始通知に

は、破産者の債権者に対して取立行為の中止を求める旨記載されていることから、本件債務整理

開始通知は、債務者である破産者がその債務の弁済を一般的に停止することを黙示的に表示する

ものということができる」とし、本件通知の送付は支払停止に当たるとして、Xの請求を認容した。

Y控訴。

　原審（東京高判平成７７・６６・６8金法６96７号65頁）は、「本件債務整理開始通知は、その記載内

容に照らすと、弁護士が破産申立てを受任した旨の記載はなく、債務の具体的内容や債務整理の

方針の記載もないもので、弁護士が債務整理を受任したことを示すにとどまる」こと、「一般的

に債務整理という場合、破産手続を利用する場合のみならず、再建をめざして任意整理や個人再

生の手続を利用することも想定されている」こと等から、本件通知の送付は支払停止に当たらな

いとし、Xの請求を棄却した。Xが上告受理の申立て。
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２．判旨

　破棄自判。

　「破産法６6７条１項１号イ及び３項にいう『支払の停止』とは、債務者が、支払能力を欠くため

に一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えて、その旨を明示的又は黙示的に

外部に表示する行為をいうものと解される（最高裁昭和59年（オ）第９67号同6５年２月６９日第一

小法廷判決・裁判集民事６９９号６５9頁参照）。

　これを本件についてみると、本件通知には、債務者であるAが、自らの債務の支払の猶予又は

減免等についての事務である債務整理を、法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載

がされており、また、Aの代理人である当該弁護士らが、債権者一般に宛てて債務者等への連絡

及び取立て行為の中止を求めるなどAの債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨

をうかがわせる記載がされていたというのである。そして、Aが単なる給与所得者であり広く事

業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると、上記各記載のある本件通知には、Aが自己

破産を予定している旨が明示されていなくても、Aが支払能力を欠くために一般的かつ継続的に

債務の支払をすることができないことが、少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが

相当である。

　そうすると、Aの代理人である本件弁護士らが債権者一般に対して本件通知を送付した行為は、

破産法６6７条１項１号イ及び３項にいう『支払の停止』に当たるというべきである。」

　なお、須藤正彦裁判官の補足意見（以下「須藤補足意見」という）がある。

３．検討

⑴　本判決の意義

　本判決は、個人破産における否認権行使請求事件において、破産者の代理人である弁護士が債

権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は、破産法６6７条１項１号イおよび３項にい

う「支払の停止」に当たると判断したものである。本判決は、いわゆる事例判断ではあるが、最

高裁が一定の解釈を示したものとして重要な意義を有する。

⑵　支払停止の意義

　破産法は、すべての債務者に共通する破産手続開始原因として支払不能を挙げ（破６5条１項）、

支払停止は、支払不能を推定する前提事実とされている（同条２項）。支払不能とは、「債務者が、

支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済する

ことができない状態」をいい（破２条６６項）、支払停止とは、支払不能である旨を明示的または

黙示的に外部に表示する債務者の行為をいう（伊藤眞『破産法・民事再生法〔第２版〕』〔７５５9〕

8６頁等）。すなわち、支払不能は債務者の客観的な財産状態を意味し、支払停止は債務者の主観
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的な行為を意味するのであるが、客観的な財産状態である支払不能の立証は必ずしも容易ではな

いことから、その立証を容易にするために、外形的事実である支払停止に基づく法律上の推定規

定が設けられているのである（伊藤・前掲8５頁等）。また、支払停止は、否認や相殺禁止の場面

においても重要な役割が与えられており、支払不能を推定する前提事実または危機時期を画する

基準として用いられている（民事再生法および会社更生法においても同様である）。例えば、偏

頗行為否認を規定する破産法６6７条は、偏頗行為が支払不能後のものであることと、偏頗行為時

に債権者が債務者の支払不能または支払停止を知っていたことを否認の要件とし（破６6７条１項

１号イ）、支払停止後は支払不能であったものと推定することとしている（同条３項）。

　判例に目を転じてみると、支払停止の定義について最高裁が初めて判断を示したのは、最判昭

和6５・２・６９（判時６６９9号６59頁）においてであり（支払停止に関する判例理論の展開の詳細に

ついては、山本研「『支払停止』概念の形成と具体化」法教８9５号７８頁参照）、この判例は、対抗

要件否認（旧破7９条１項〔現破６6９条１項〕）の事案につき、「破産法7９条１項の『支払ノ停止』

とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙

示的に外部に表示する行為をいう」とした上で、債務者が弁護士との間で債務整理のために自己

破産の申立てをする方針を決めただけの段階では、いまだ内部的に支払停止の方針を決めたにと

どまり、外部への表示である支払停止には該当しないと判示したものである。ここで、「破産法

7９条１項の『支払ノ停止』とは」とされているが、判決文の表現は特に対抗要件否認との関係に

限定する趣旨はうかがわれないことから、支払停止一般についてその定義を明らかにしたものと

考えられている（山本・前掲７7頁等）。また、この判例は、その後の判例において繰り返し引用

されており（大阪地判平成７６・４・６6判時７５6７号9７頁〔会社更生における対抗要件否認事件〕、

東京高判平成７７・６６・６8〔本件の原判決〕）、先例的役割も果たしている。本判決も、この判例を

引用するところから出発している。

⑶　いわゆる受任通知（債務整理開始通知）の支払停止該当性

　支払停止の態様は、一様ではない。明示的なものとしては、債権者説明会における営業の廃止

等の宣言などがあり、黙示的なものとしては、夜逃げや、２回目の手形不渡りとそれに続く銀行

取引停止処分（福岡高決昭和5７・６５・６７下民集７8巻９～６７号６５7７頁）などがある（なお、１回目

の手形不渡りも、それが実質的な財産破綻状態を反映している場合には支払停止に当たる。最判

平成６・２・６５集民６7６号９９5頁等）。

　本件では、破産者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付する行

為が、支払停止に当たるか否かが争われた。一般に、債務整理を行う際には、いわゆる受任通知

が弁護士等から債権者に送付されるが、本件の債務整理開始通知も受任通知に当たる。受任通知

には、債務者から委任を受けた弁護士等が債務整理に当たることになった旨や、今後の債務者等

への連絡や取立行為の中止を求める旨の記載はされるが、債務に関する具体的な内容や自己破産

の予定その他の債務整理の方針の記載はされないことが通例のようであり（東京弁護士会ほか『ク

レジット・サラ金処理の手引〔５訂版〕』〔７５６６〕9７頁参照）、本件の債務整理開始通知もそうであっ
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た。

　従来、債務者が債権者に対して債務の免除や支払の猶予その他の債務整理を求める行為（いわ

ゆる債務免除等要請行為）は支払停止の典型例とされ（斎藤秀夫ほか編『注解破産法（下）〔第

３版〕』〔６999〕６７５頁〔谷合克行〕）、受任通知の送付は支払停止に当たると解されていた（園尾

隆司＝深沢茂之編・東京地裁破産再生実務研究会『破産・民事再生の実務（上）〔初版〕』〔７５５６〕

6７頁〔国井恒志〕）。しかし、近時、受任通知の支払停止該当性が争われるようになり、下級審の

判断が分かれるに至っていた（個人破産における否認権行使請求事件につき、肯定例として、神

戸地伊丹支決平成７７・６７・６5判時７６５7号６７9頁、東京高判平成７７・６７・７５公刊物未登載〔本件X

の上告受理申立て理由・判時７６69号６８頁参照〕、否定例として、東京地判平成６8・６５・６８公刊物

未登載〔平６8（ワ）９669号等・LLI／DB判例秘書ID番号５6６８９６８５〕）。

　本判決は、受任通知の支払停止該当性について判断した最初の最高裁判例であり、本件の受任

通知（債務整理開始通知）は支払停止に当たるとしたものである。本判決は、本件通知には、債

務者であるAが本件弁護士らに債務整理を委任した旨の記載と、当該弁護士らがAの債務につき

統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載がされていたという事情から、

弁済することができない債務がAの債務の全部または大部分を占めており、それが一時的な手元

不如意によるものではないこと、すなわち、一般的かつ継続的に債務の支払をすることができな

いことが、少なくとも黙示的に表示されているとみる余地が十分にあると考え、その上で、Aが

広く事業を営む者であれば、そのような事情のみでは本件通知が支払停止に当たるとは決め難い

が、Aは単なる給与所得者であることから、本件通知にAが自己破産を予定している旨が明示さ

れていなくても支払停止とみるのが相当と考えたものと思われる（判時７６69号６５頁等のコメント

欄参照）。

⑷　今後の課題

　なお、本判決は、債務者が「広く事業を営む者」である場合には支払停止該当性を否定する余

地があることを示唆している。須藤補足意見は、この点について述べたものであり、「一定規模

以上の企業、特に、多額の債務を負い経営難に陥ったが、有用な経営資源があるなどの理由によ

り、再建計画が策定され窮境の解消が図られるような債務整理の場合において、金融機関等に『一

時停止』の通知等がされたりするときは、『支払の停止』の肯定には慎重さが要求されよう。こ

のようなときには、合理的で実現可能性が高く、金融機関等との間で合意に達する蓋然性が高い

再建計画が策定、提示されて、これに基づく弁済が予定され、したがって、一般的かつ継続的に

債務の支払をすることができないとはいえないことも少なくないからである。たやすく『支払の

停止』が認められると、運転資金等の追加融資をした後に随時弁済を受けたことが否定されるお

それがあることになり、追加融資も差し控えられ、結局再建の途が閉ざされることにもなりかね

ない。反面、再建計画が、合理性あるいは実現可能性が到底認められないような場合には、むし

ろ、倒産必至であることを表示したものといえ、後日の否認や相殺禁止による公平な処理という

見地からしても、一般的かつ継続的に債務の支払をすることができない旨を表示したものとみる
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余地もある」とした上で、「一定規模以上の企業の私的整理のような場合の『支払の停止』につ

いては、一概に決め難い」とする。

　現在、企業による再建計画策定に向けた債務免除等要請行為が支払停止に当たるかについて議

論が本格化しつつあるが、債権者による受入可能性等からみて相当とみなされるものであれば支

払停止に当たらないとする見解が有力であり（伊藤眞「債務免除等要請行為と支払停止概念」

NBL67５号６5頁）、これを採用したみられる判例もある（事業再生ADRの申請に向けた金融機関

への支払猶予の申出等は支払停止に当たらないとしたものとして、東京地決平成７８・６６・７９金法

６9９５号６９8頁）。須藤補足意見にいう私的整理とは、「『一時停止』の通知」という括弧つきの表現

からみて、私的整理ガイドラインや事業再生ADRなどの一定の準則に基づいて進められるもの

を念頭に置いていると思われるが、基本的な考え方としては、有力説の延長線上にあるものと考

えられよう（山本・前掲８７頁参照）。今後さらなる判例・学説の展開が予想されるところであり、

その動向から目を離すことはできまい（井上聡「私的整理と支払停止」金法６96７号４頁等参照）。
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